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高規格幹線道路等の事業実施に向けた手続きのあり方 
中間答申 

 
Ⅰ．まえがき 
 社会資本整備審議会は、平成２０年６月２０日、国土交通大臣から国道総第２９９

号により、「今後の幹線道路の整備・管理のあり方」について、幅広く検討するよう

諮問された。 
 本審議会は、審議会に設置されている道路分科会に付託し、分科会に設置されてい

る基本政策部会を中心に諮問について審議を行い、今回、ここに、高規格幹線道路等

の事業実施に向けた手続きのあり方について中間とりまとめをするものである。 

「今後の幹線道路の整備・管理のあり方」については、他にも、道路の計画体系の

あり方、既存の道路の有効活用も念頭に置いた幹線道路網のあり方等、議論すべき課

題は残されており、今後引き続き検討し、追って答申することとする。 
 
 
Ⅱ．高規格幹線道路等の整備の現状 
 １．経緯 

昭和４１年に「国土開発幹線自動車道建設法」が制定され、国土を縦貫あるいは

横断し、全国の主要都市間を連結し、全国的な開発を促進する道路として7,600km

の国土開発幹線自動車道の予定路線が定められ、整備が進められてきた。昭和６２

年には、自動車交通の全国的進展を踏まえ、高速交通サービスの均てん、地域経済

の発展や生活利便性の格差是正を図る観点から、約14,000kmで形成される高規格幹

線道路が、道路審議会及び国土審議会において審議され、第四次全国総合開発計画

において閣議決定された。 

具体的には、主として国土を縦貫し横断する高規格幹線道路を高速自動車国道と

して、大都市圏の環状道路体系を形成するなど高速自動車国道をネットワークとし

て補完する高規格幹線道路を一般国道として、2種類の道路種別・整備手法を活用

して、早期にその整備を図ることとした。このため、高速自動車国道の予定路線を

11,520kmに見直すとともに、高速自動車国道網を補完し全国的な自動車交通網を構

成する一般国道の自動車専用道路（以下、「一般国道自動車専用道路」という）と

して整備する約2,480kmを区分して整備を進め、現在に至っている。 

なお、これらの高規格幹線道路網の整備に当たっては、早期整備を図る観点から、

当初から有料道路制度、全国プール制を活用して、その整備が促進されてきたが、

利用料金水準及び整備のための借入金の未償還残高を抑制しつつ、効率的な整備を



 6 

進めるため、平成１５年度からは、社会的に整備効果は認められるものの、高速道

路会社による有料道路として整備・管理が難しいと見込まれる区間については、国

と地方の負担による新直轄方式による整備を導入するなど、事業手法について見直

しを行いながら、高規格幹線道路網の整備が図られてきている。 

 

 ２．現状 
高規格幹線道路の整備状況は、平成２０年４月現在で、全体として供用延長  

9,332km、事業中延長3,098㎞となっている。 

なお、その内訳は以下の通りである。 

高速自動車国道の供用延長は7,553km、事業中延長は1,789km、 

一般国道自動車専用道路の供用延長は1,067km、事業中延長は978km、 

高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路※の供用延長は712km、事業中

延長は331kmとなっている。 
    ※高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路とは、渋滞解消や防災対策など一般国道

が有する課題に緊急に対応する観点から一般国道のバイパスを整備する際に、近傍に高速自

動車国道の計画がある場合、将来における二重投資を避けるため等の事由により、高速自動

車国道と一般国道の両方を各々建設するのではなく、一般国道を規格の高い道路として整備

することにより、一般国道としての役割も果たしつつ高速自動車国道の機能を代替するもの

である。 

 
 
Ⅲ．高規格幹線道路等の事業実施に向けた手続きの現状 

高規格幹線道路等の整備にあたっては、一般的には、個別路線の計画段階におい

て、構想段階ＰＩi（パブリックインボルブメント）、環境アセスメントや都市計画

決定等の手続きの中で、透明性の確保に努めつつ、地域住民や各種審議会、地方自

治体首長など各方面の意見の反映が図られてきている。また、事業化段階において

も、例えば、新規事業採択時には、費用対便益、事業の影響や事業実施環境につい

ての評価を行い、結果を公表するなど、透明性の確保が図られてきている。具体的

には、現在、個別の路線ごとに以下のような手続きを経て計画が決定され、事業に

至っている。 

                                                      
i PI（パブリックインボルブメント）：施策の立案や事業の計画・実施等の過程で、関係する住民・利
用者や国民一般に情報を公開した上で、広く意見を聴取し、それらを反映させる取り組み。道路行政
におけるＰＩは、国土交通省が設置した道路計画合意形成研究会の平成１３年１０月の提言や、その
後策定されたガイドライン等を踏まえ、東京外郭環状道路、大和北道路、横浜環状北西線など各地で
実施されている。（http://www.mlit.go.jp/road/pi/index.html） 



 7

 １．高速自動車国道 
高速自動車国道は、計画から事業化に至るまでに、「基本計画」、「整備計画」

の各段階を経る必要がある。 

「基本計画」は国土開発幹線自動車建設会議（以下、「国幹会議」という）の議

を経て、建設線の区間、建設線の主たる経過地、標準車線数、設計速度、道路等と

の主たる連結地、建設主体について、 

「整備計画」は国幹会議の議を経て、経過する市町村名、車線数、設計速度、連

結位置及び連結予定施設、工事に要する費用の概算額について、 

国土交通大臣が決定している。 

 
 ２．高規格幹線道路を構成する一般国道自動車専用道路 
 一般国道自動車専用道路についても、計画から事業化に至るまでに、「基本計

画」、「整備計画」の各段階を経る必要がある。 

「基本計画」では一般国道路線名、区間及び概略延長、経過する主要市町村名、

構造規格について、 

「整備計画」では一般国道路線名、区間及び延長、経過市町村名、構造規格、連

結位置・連結予定施設、工事に要する費用の概算額について、 

国土交通省道路局長（以下、「道路局長」という）が決定している。 

 
なお、上記１．２．の高規格幹線道路ともに、構想段階ＰIの手続きが行われた
後、基本計画が決定され、また、都市計画決定等の手続きが行われた後、整備計

画が決定されることを基本としている。 
 

 ３．高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 
高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路については、渋滞解消や防

災対策など一般国道が有する課題に緊急に対応する観点から一般国道のバイパス

を整備する際に、近傍に高速自動車国道の計画がある場合、将来における二重投

資を避けるため等の事由により、高速自動車国道と一般国道の両方を各々建設す

るのではなく、一般国道を規格の高い道路として整備することにより、一般国道

としての役割も果たしつつ高速自動車国道の機能を代替するものである。このた

め、計画から事業化に至る過程において、上記の高速自動車国道や一般国道自動

車専用道路と同様の手続きはなく、ＰＩや都市計画決定などの手続きを経て、事

業を実施し、供用に至っている。 
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Ⅳ．高規格幹線道路等の事業実施に向けた手続きのあり方 
高規格幹線道路の整備に当たっては、かねてより、その整備の重要性、整備に伴

う地域の社会・経済に与える影響の大きさから、計画ii・事業段階で、関係機関や地

域住民への情報提供、意見の把握などについて、さまざまな手段・手法が活用され、

また、地域の状況を踏まえ、種々の工夫が取り入れられてきている。 

しかしながら、高規格幹線道路を構成する道路種別が高速自動車国道と一般国道

の2種類から構成されるため、その整備手法とあいまって、両者で手続き内容が異

なり、国民にとって容易に当該事業の内容、計画の進捗状況などを理解できるもの

となっているかについて問題点も指摘されている。 

一方、我が国の将来の効率的な地域経営を支援していくためにも、地域相互や都

市相互を高速交通サービスで連携させる、いわゆるネットワーク効果を早期に発揮

させていくことが求められている。このため、極めて厳しい現下の財政事情の中で、

継続して高規格幹線道路網の整備を推進するに当たっては、コスト縮減のみならず、

既存道路の有効活用等など整備手法についても、技術面や運用面などで種々の工夫

を行っていくことが肝要である。このため、国民、道路利用者、地方自治体など、

様々な方面の理解を得ながら、計画の立案、事業の実施を進めていくには、一層の

透明性を確保しつつ、適切で明解な手続きを行っていくことが求められる。 

道路に関わる審議機関として、現在国幹会議および社会資本整備審議会（以下、

「社整審」という）道路分科会が存在する。法律において、国幹会議は高速自動車

国道の計画や建設に関わる事項を審議することとされておりiii、一方、社整審につ

いては、国幹会議の所管事項を除き、「道路整備計画」などを調査審議することと

されているiv。 

このため、高速自動車国道の基本計画や整備計画等については国幹会議において

審議し、高速自動車国道以外の道路の基本計画や整備計画等については、社整審（道

路分科会）において審議することとなる。 

なお、両審議機関が対象とする路線同士が近接しているなど、それぞれの議論

が互いに影響を及ぼす場合もあり、審議にあたって、互いの審議機関の密接な連

携、相互の情報交換が必要となることもある。 
また、高速自動車国道及び一般国道自動車専用道路等については、それぞれに異

なる手続きで事業を進めてきたところであるが、これらは、一体的となって高速交

通サービスを提供する道路網であることから、高速自動車国道及び一般国道自動車
                                                      
ii ここでいう計画とは、道路建設の計画から、施工、維持管理までの計画（立案・設計）を指し、手
続きとは、計画の立案の手順・方法（審議・決定プロセス）を指す。 
iii 国土開発幹線自動車道建設法第５条、高速自動車国道法第３条、第４条及び第５条 
iv 道路法第７９条 
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専用道路等の事業実施に向けた手続きについては、整合を図ることが必要である。 

審議する段階としては、高速自動車国道以外の道路についても、高速自動車国道

に倣い、基本計画段階に相当するルート・構造規格の具体化段階及び整備計画段階

に相当する事業化段階が考えられる。なお、各段階において、社整審（道路分科会）

で議論する際には、それまでに各地域の構想段階ＰＩや都市計画等の手続きの中で、

実施された様々な意見反映に向けた取り組みや議論を踏まえ、それらの結果を参考

にしつつ審議することが適切である。 

 

 １．高規格幹線道路の手続きについて 
（１）高規格幹線道路を構成する一般国道自動車専用道路 

一般国道自動車専用道路は、高速自動車国道網と一体となって全国的な自動

車交通網を構成する自動車専用道路であることから、高速自動車国道とほぼ同

等の手続きとすべきである。 
加えて、一般国道自動車専用道路は、高速自動車国道と密接に関係すること

から、その整備状況について、適宜、国幹会議に報告する必要がある。 

 

 具体的に主要なポイントは以下のとおり。 

・基本計画及び整備計画の決定者を、これまでの道路局長から国土交通大臣に

変更する。 
・基本計画及び整備計画の決定に際しては、社整審（道路分科会）の議を経る

とともに、社整審（道路分科会）に諮るもののうち、高速自動車国道につい

て審議する上で関連する事項については、適宜、国幹会議に報告する 

・整備計画の決定に際しては、関係都道府県等の意見を聴取する。 
 
 （２）高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路 

渋滞解消や防災対策など一般国道が有する課題に緊急に対応する観点から一般

国道のバイパスを整備する際に、近傍に高速自動車国道の計画がある場合、将来

における二重投資を避けるため等の事由により規格の高い道路として整備を行っ

てきている。過去の道路審議会答申においても、効率性等の面から、当該整備手

法が有効であるとしてきたところである。 

しかしながら、今後の高速自動車国道に並行する一般国道の整備にあたっては、

極めて厳しい現下の財政事情の中で、高規格幹線道路のネットワーク全体として

の効果を早期に発揮させる観点も併せて考慮することが必要である。このため、

地元の考えも十分に踏まえつつ、沿道・交通状況や地元状況に応じて、一層の効
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率的整備に向け、具体的には自動車専用道路以外の構造の採用や現道の活用も含

めて、柔軟に検討し、対応するべきである。 

当該道路については、高速自動車国道と一般国道自動車専用道路の手続きを踏

まえ、一般的な国道のバイパス整備と同様な事業の進め方ではなく、以下のよう

に手続きを見直すべきである。 

なお、高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路は、高速自動車国道

と密接に関係することから、その整備状況ついて、適宜、国幹会議に報告する必

要がある。 
 

具体的に主要なポイントは以下のとおり。 

・ルート・構造規格の具体化段階及び事業化段階において、社整審（道路分科会）

の議を経るものとし、その際、現道の活用も含めた機能確保方策等についても

検討すべきである。また、社整審（道路分科会）に諮るもののうち、高速自動

車国道について審議する上で関連する事項については、適宜、国幹会議に報告

する。 
・事業化にあたっては、関係都道府県等の意見を聴取する。 

 
 ２．その他高規格幹線道路を補完する広域的な機能を有する地域高規格道路の手続

きについて 
地域高規格道路は、高規格幹線道路網による全国的な高速交通サービスの拡充を

補いつつ、地域相互の交流を促進する道路として位置づけられており、生活様式の

多様化等を背景とした生活圏域の広域化等への対応も期待されている。これらの道

路は、各地域の様々な目的に応じつつ、ネットワーク全体としての効果を早期に発

揮させる観点から、自動車専用道路の構造を有する道路、主要な交差点のみを立体

としているもの、現道の一部を活用するものなど、様々な構造を有している。 

このような状況を踏まえ、全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路であ

る高規格幹線道路網を補完する広域的な機能を有する地域高規格道路については、

高規格幹線道路と同様に整備による影響・効果が広範に発現し、これら道路網との

機能分担を整理することが必要な場合もあることから、高規格幹線道路の事業実施

に関わる手続きの見直しに併せて、それらに準じた手続きを設けるべきである。 

具体的には、高規格幹線道路に準じて、複数県に跨り、高規格幹線道路間を連絡

する地域高規格道路で、通過交通の処理を担う自動車専用道路として、国が主導し

て整備する区間については、以下に示す手続きの対象とすることを検討すべきであ

る。 
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   １）手続きの現状 
地域高規格道路については、計画から事業化に至るまで、「候補路線」、「計

画路線」、「調査区間」、「整備区間」といった段階を経ている。 

「候補路線」は、各道路管理者と調整を図った上で都道府県が作成している

「広域道路整備基本計画」の中から、都道府県等の報告に基づき、路線の起終

点を道路局長及び都市・地域整備局長が指定している。 

「計画路線」は、都道府県等からの報告に基づき、路線の起終点等を国土交

通大臣が指定している。 

「調査区間」については、都道府県等からの報告に基づき、区間の起終点、

概略延長、経過する主な市町村名、設計速度、車線数を、道路局長及び都市・

地域整備局長が指定している。 

「整備区間」については、都道府県等からの報告に基づき、区間の起終点、

延長、経過する市町村名、種級、設計速度、車線数、幅員、事業主体を、道路

局長及び都市・地域整備局長が指定している。 
   ２）手続きの透明性向上に関する見直し 

・調査区間及び整備区間の指定に際しては、社整審（道路分科会）の議を経

るものとし、その際、現道の活用も含めた機能確保方策等についても検討す

べきである。 

・調査区間及び整備区間等の指定に際しては、関係都道府県等と、意見聴取

などにより調整を図るものとする。 

・手続きの簡素化を図る観点から、高規格幹線道路の手続きに準じて現行の

手続きを見直すことも今後検討すべきである。 

  
 
Ⅴ．今後の計画・整備にあたっての留意事項及び今後の検討課題 
 １）徹底したコスト縮減を図った効率的な高規格幹線道路などの整備のあり方 

広域的な幹線道路は、地域の主要な拠点相互を連絡する役割のもと、目的・

距離の異なる多種多様なトリップの通行を効率的に分担するため、アクセスコ

ントロールされた自動車専用道路の規格をはじめとして、各地域において適切

な構造規格等を検討、決定した上で、ネットワークが構築されてきた。高規格

幹線道路は特に卓越した速達性を提供することを目的として、自動車専用道路

の規格を前提に、また当該道路を利用する交通量を基礎にして、必要となる車

線数を定め、整備が進められてきたところである。 

このため、多くの交通量が見込まれる場合には、上記考え方に従えば、一つ
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の地域に、大量の長距離交通を分担する自動車専用道路と、地域内の中・短距

離自動車交通や歩行者の通行を分担するその他の構造を有する道路網が併存

することが前提とされてきた。 

しかしながら、国・地方自治体の極めて厳しい現下の財政事情のもとで、可

能な限り、早期に高速ネットワーク全体としての効果を発揮させるため、特に

多くの交通量が見込まれない地域において、今後の高規格幹線道路等の整備を

進める際には、様々な工夫を行っていくことが必要である。地域住民にとって

も、交通サービスの改善を短期間で享受可能となるメリットを考慮すれば、地

域レベルでの合意を前提に、従来の整備の姿を大きく転換していくことが求め

られる。 

具体的には、高規格幹線道路本体のコスト縮減が重要であり、適切な追い越

し区間を伴った2車線構造の採用や簡易インター構造の採用など、求められる

機能を損なわないことを前提に、技術面や運用面での工夫による最大限のコス

ト縮減が求められる。 

さらに、「選択と集中」の考え方に基づく効果的、効率的な整備に加え、既

存の整備完了済の道路の一部を有効活用する方策、現地の交通・沿道状況を踏

まえた自動車専用道路以外の構造を採用する考え方の導入等、整備手法や計画

に立ち戻った見直しについても種々の検討を行っていくことが肝要である。 

昨年、高規格幹線道路の未供用区間約2,900kmの点検の際、現時点で既に改
良が行われている等により、一定水準以上の走行サービスが提供可能な既存道

路の一部区間の活用を適切に行いながら、高速ネットワーク機能を確保する考

え方の導入も示されており、今後事業を展開する区間については、地域におい

て活発な検討が望まれる。このため、今後の高速自動車国道等の計画・事業実

施に当たっては、これらの検討を先立って実施することを前提とすることが必

要である。 

例えば、高速自動車国道に並行する一般国道の整備を高速自動車国道の整備

に先立って行う際、将来における二重投資を回避する等の事由により自動車専

用道路の規格を前提に、その計画・整備を行ってきたところであるが、前述し

たように、今後は自動車専用道路以外の構造の採用や現道の活用も含めて、柔

軟に検討し、対応するべきである。 

しかしながら、地域での無用な混乱を回避するため、当面は移行期間として、

計画内容について住民と合意形成を図ってきている場合は従来の計画をベー

スにして対応することも許容されるであろう。 

なお、地域高規格道路の計画検討や、事業実施に当たっても、上記考え方が
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踏襲され、適切な計画立案がなされることを求めたい。 

 
 ２）国土計画・地域のニーズを反映した道路計画のあり方 

高規格幹線道路網をはじめとする広域的な幹線道路網は、国・地方ブロック

のレベルで、社会・経済構造の変化に影響を与えうる社会資本の一つである。

かねてより、数次にわたる国土計画においても、その他の広域的インフラの計

画内容・事業、あるいは各種地域開発の展開とも十分にその整合性が確認され

ながら、当該道路の計画内容が位置づけられ、事業が展開されてきたことを、

様々な議論の前提とされるべきである。 

将来のわが国の持続的な発展を期するため、今後とも国レベル、地方ブロッ

クレベル、地域レベルで、中・長期的な国土・地域計画が引き続き議論・立案

されるものと考える。その中においても、これらの広域的な幹線道路網はその

骨格を構成するものと考える。 

このため、広域的な幹線道路網の計画・事業の内容は、国土・地域計画とも

十分に整合が図られることが重要であり、国土・地域計画において、どのよう

な位置づけを有するべきものか、またその事業の必要性や緊急性も常に確認を

行っていくことが必要である。 

また、全国的な高速ネットワークである高規格幹線道路網や当該地域の道路

交通の改善に資する地域高規格道路の事業の進め方については、社整審（道路

分科会）等で効果的、効率的な道路事業の進め方の視点から議論が行われてい

くこととなるが、地域の土地利用状況との関係など地域ごとの具体的な事情を

踏まえながら、それぞれの地域においても議論することが望ましい内容も含ま

れていることから、地域のニーズをより反映できるよう議論の進め方や仕組み

についての検討も必要である。 

 

 ３）道路計画の体系と検討プロセスのあり方 
本来、道路計画は、将来的な道路計画を予め策定することにより、関係者や

関係する計画と整合を図り、合理的な意志決定をするためのものであり、実際

の事業をどのように進めていくのかといった事業計画とは、分けて考える必要

がある。しかしながら、現在の手続きの進め方においては、ネットワーク全体

を見て、将来の計画内容などを決めていく段階と、定められた計画の中でどこ

に事業実施の予算を付けて、どのような構造で事業を実施していくのかを決め

ていく事業実施の段階が、明確に分けて意識されていないことから、本来議論

すべき段階ではないにも関わらず、詳細な議論が行われ議論が混乱している事
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案が見受けられる。今後は、広域的な土地利用や交通需要等を踏まえた道路網

整備に関する方針を決める段階、概ねのルートの位置や基本的な道路構造を決

める段階、具体的なルートの位置や道路構造を決める段階などの段階を明確に

意識し、事業実施に向けた各段階について、どういった場で、どこまで詳細な

審議を行うべきか整理する必要がある。加えて、例えば、広域道路整備基本計

画などの、既存の道路の有効活用も含めた、より上位の道路網計画の計画制度

についても検討、議論を深めていくべきであり、上位の道路網計画を策定する

段階においても、説明責任と透明性の確保を図るよう制度の仕組みについて検

討すべきである。 
また、事業実施に向けたプロセスについては、合意形成を図ることも重要 
であることから、広範に影響を及ぼす国道等の幹線道路の計画立案、事業実施

については、地域レベルにおいても、適切な場において、定量的なデータを用

いながら、事業実施の透明性の更なる向上に向けて努力すべきである。 

 
 ４）道路の評価手法のあり方 

事業実施に向けた意思決定の透明性を確保するには、手続きの透明性を向上

させることに加えて、計画の妥当性等について客観的に判断するための材料と

して何を用いるか、地域の期待や不安などの意向をどう把握し反映していくか

等についても併せて検討する必要がある。 

道路事業に関しては、地域社会や住民生活などに対する効果や影響が多岐に

わたるが、現行の費用便益分析マニュアルでは、このうち、現時点における知

見により、十分な精度で金銭換算化が可能である「走行時間短縮便益」、「走

行経費減少便益」、「交通事故減少便益」について、便益の計算方法が示され

ているところである。このため、地域特有の効果や、道路整備による波及効果

について考慮されていないとの指摘もあり、その効果の評価方法については検

討が必要である。 

さらに、国民の理解を得るためには、事後評価において事業の効果、影響を

的確に評価し、当初見込んでいた効果等を達成できたかどうかを検証し、その

後の計画策定に反映させる必要がある。 

また、広域的な機能を有する道路については、事業単位での評価だけではな

く、主要な都市間をつなげる効果など、道路が持つ広域的な機能を十分評価で

きるよう、評価区間を路線全体として取るなど、その設定方法等について検討

が必要である。 
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参考資料 

 

国土開発幹線自動車道建設会議 

１．会議の設置（国土交通省設置法第６条第２項及び国土開発幹線自動車道建設法第

１１条） 

 国土開発幹線自動車道建設法及び高速自動車国道法により会議の権限に属させら

れた事項を処理するため、国土交通省に設置。 

２．審議事項 

 ① 高速自動車国道として建設すべき道路の予定路線（国土開発幹線自動車道建設

法の別表以外の高速自動車国道の予定路線）に関する審議（高速自動車国道法第

３条第２項） 

 ② 高速自動車国道の路線の指定（高速自動車国道法第４条第３項）に関する審議    

③ 国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線の建設に関する

基本計画に関する審議（国土開発幹線自動車道建設法第５条第１項） 

 ④ 高速自動車国道の新設に関する整備計画に関する審議（高速自動車国道法第５

条第４項） 

３．委員の構成 

 衆議院議員、参議院議員、学識経験者 

 

社会資本整備審議会（道路分科会） 

１．審議会の設置（国土交通省設置法第６条第１項及び社会資本整備審議会令第６条

第１項） 

道路法により審議会の権限に属させられた事項を処理するため、国土交通省に設置。 

２．審議事項等（道路法第７９条） 

（１）調査審議 

① 道路整備計画 

② 国道の路線の指定 

③ 道路の構造及び工法 

④ その他道路に関する制度 
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但し、国土開発幹線自動車道建設会議の権限に属せしめられた事項を除く 

（２）建議 

  （１）の事項について、関係行政機関に建議できる 

３．委員の構成 

 学識経験者 

 


